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地方公共団体におけるデータ 利活用ガイ ド ブッ ク
別添資料１ 　 個人情報を 含むデータ 利活用検討のためのワーク シート

本資料は、 「 地方公共団体におけるデータ 利活用ガイ ド ブッ ク 」 の付録（ 別添） です。

１ ． 目的
個人情報を含むデータ 活用を検討する際に、 最低限、 確認すべき 事項を整理するためのワーク シート を
作成し まし た。
こ のワーク シート の必要項目を埋めながら 、 データ 保有部署、 個人情報所管部署、 情報システム所管部
署などと 協議をするこ と で、 共通の観点での議論・ 検討がし やすく なり 、 調整が円滑に進むこ と が期待
でき ます。

２ ． 使い方
（ １ ） 目的
最初に、 データ を活用する目的を明ら かにし ます。 記入する項目は以下のと おり です。

個人情報を 活用し たい部署： データ を活用し たい部署名を記入し ます。
活用の目的・ 具体的方法： データ を何に、 どのよう に使う のか、 でき るだけ具体的に記入し ます。 必要
に応じ て図などをつけると より わかり やすく なり ます。
「 統計目的」 か「 統計目的以外」 か： データ の活用が、 統計処理し た上での分析などが目的かどう かを
明ら かにし ます。
「 利用」 か「 提供」 か： 内部利用か、 第三者への提供かを明ら かにし ます。

（ ２ ） 活用し たい個人情報の明確化
次に、 活用し たい個人情報を明ら かにし ます。 記入・ 検討する項目は以下のと おり です。

活用し たい個人情報： 活用し たい個人情報を記入し ます。
個人情報保有部署： その個人情報を保有する部署を記入し ます。
個人情報取扱事務名： その個人情報の取扱事務名を記入し ます。
当該事務に記載さ れている目的： 取扱事務に記載さ れている目的を記入し ます。
今回の活用は目的の範囲内か： 個人情報保有課等と 協議し て、 今回の活用が取扱事務の目的の範囲内か
どう かを判断し ます。
その理由： 判断し た際の理由を記録し ておき ます。
活用にあたっ ての条件： 活用にあたっ ての条件があれば記入し ます。
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（ ３ ） 個人情報保護条例の目的外利用
活用し たい個人情報が、 個人情報取扱事務の目的の「 範囲外」 だっ た場合、 個人情報保護条例の目的外
利用が可能かどう かを検討し ます。 記入・ 検討する項目は以下のと おり です。

個人情報保護条例の目的外利用・ 提供： 個人情報保護条例の目的外利用・ 提供に関する条文を記入し ま
す。
今回の活用が目的外と し て認めら れるか判断： 個人情報保護所管部署等と 協議し て、 目的外利用が可能
かどう かを判断し ます。
その理由： 判断し た際の理由を記録し ておき ます。
活用にあたっ ての条件： 活用にあたっ ての条件があれば記入し ます。

（ ４ ） その他関連法令等の確認
個人情報保護条例以外で、 利用に関する法令等がないか確認し ておき ます。 ある場合は、 以下の項目を
記入し ます。 （ ２ ） の個人情報の明確化の段階で、 一緒に行います。

関連法等による利用制限の有無： 個人情報保護条例の目的外利用・ 提供に関する条文を記入し ます。
ある場合、 所管部署 関連法の所管部署を記入し ます。
活用可否の判断： 関連法の所管部署等と 協議し て、 データ の活用が可能かどう かを判断し ます。
その理由： 判断し た際の理由を記録し ておき ます。
活用にあたっ ての条件： 活用にあたっ ての条件があれば記入し ます。

（ ５ ） データ 活用に必要な手続の明確化
データ 活用に必要な庁内手続を明ら かにし ておき ます。 主な手続と し ては、 個人情報活用関係と 、 情報
システム関係などが挙げら れます。

個人情報活用関係の庁内手続： 個人情報活用関係の庁内ルールや必要な手続を明ら かにし ておき ます。
情報システム関係の庁内手続： 情報システム関係の手続についても 明ら かにし ておき ます。

３ ． 活用例
（ １ ） 実証で活用し た主な個人情報に関し てワーク シート を 活用し た場合
・ 千葉市実証ユースケース①
・ 千葉市実証ユースケース②
・ 千葉市実証ユースケース③
・ 姫路市実証ユースケース

（ ２ ） 他の実証団体で同様の検討を 行う こ と を 想定し た場合
・ 千葉市実証ユースケース①（ 姫路市の場合）
・ 千葉市実証ユースケース②（ 姫路市の場合）
・ 千葉市実証ユースケース③（ 姫路市の場合）
・ 姫路市実証ユースケース（ 千葉市の場合）



個人情報を含むデータ 活用検討のためのワーク シート

個人情報を 活用し たい部署
活用の目的・ 具体的方法（ 必要に応じ て図などを 別添）
「 統計目的」 か「 統計目的以外」 か
「 利用」 か「 提供」 か（ 以下「 活用」 と 総称）

個人情報① 個人情報② 個人情報③ 個人情報④ 個人情報⑤

個人情報保有部署
個人情報取扱事務名

① ① ① ① ①
② ② ② ② ②
③ ③ ③ ③ ③
④ ④ ④ ④ ④
⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

今回の活用は目的の範囲内か判断
その理由
活用にあたっ ての条件

①

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
今回の活用が目的外と し て認めら れるか判断
その理由
活用にあたっ ての条件

個人情報保護条例以外に関連法令等による利用制限はない
か。 （ 例： 地方税法など）
所管部署
活用可否の判断
その理由
活用にあたっ ての条件

６ ． 個人情報活
用関係の庁内手
続

情報保有部署への申請など、 庁内ルールに則っ て。

７ ． 情報システ
ム関係の庁内手
続

情報システムの当該データ へのアク セス権限設定など。

５ ． その他関連
法令等の確認

個人情報保護条例の目的外活用の条項（ 下記の各号のう ち、 該当または検討するも のに○）

個人情報保護条例の目的外利用・ 提供に関する条項

項目

２ ． 活用し たい個人情報

３ ． 個人情報保
有部署と の協議

当該事務に記載さ れている目的
（ 右の欄に各個人情報取扱事務記載の目的を 記入）

４ ． 個人情報保
護所管部署と の
協議

項目 内容

１ ． 目的



千葉市実証ユースケース①

個人情報を含むデータ 活用検討のためのワーク シート

個人情報を 活用し たい部署

活用の目的・ 具体的方法（ 必要に応じ て図などを 別添）

「 統計目的」 か「 統計目的以外」 か
「 利用」 か「 提供」 か（ 以下「 活用」 と 総称）

個人情報① 個人情報② 個人情報③ 個人情報④ 個人情報⑤

ひと り 親世帯に該当する者の
候補

個人情報保有部署 市民自治推進部区政推進課
個人情報取扱事務名 住民基本台帳事務の総括

①住民基本台帳法の正確な記
録を確保するため届出等の異
動データ をリ スト 化する。

① ① ① ①

② ② ② ② ②
③ ③ ③ ③ ③
④ ④ ④ ④ ④
⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

今回の活用は目的の範囲内か判断 範囲外
その理由
活用にあたっ ての条件

①本人の同意があると き 又は本人に提供すると き 。 ○

②法令等に定めがあると き 。
③個人の生命、 身体又は財産の安全を守るため、 緊急かつや
むを得ないと 認めら れると き 。
④当該実施機関の内部で利用し 、 又は他の実施機関に提供す
る場合であっ て、 当該個人情報を使用するこ と に相当の理由
があると 認めら れると き 。
⑤国等に提供する場合であっ て、 提供を受けるも のの所掌す
る事務の遂行に当該個人情報が必要不可欠であり 、 かつ、 当
該個人情報を使用するこ と にやむを得ない理由があると 認め
ら れると き 。
⑥前各号に掲げる場合のほか、 審議会の意見を聴いた上で、
公益上特に必要があり 、 かつ、 当該個人情報を使用するこ と
にやむを得ない理由があると 認めら れると き
⑦
⑧
今回の活用が目的外と し て認めら れるか判断 認めら れる
その理由 本人への提供

活用にあたっ ての条件
本人確認及び規約への同意を
と る

個人情報保護条例以外に関連法令等による利用制限はない
か。 （ 例： 地方税法など）

なし

所管部署
活用可否の判断
その理由
活用にあたっ ての条件

６ ． 個人情報活
用関係の庁内手
続き

情報保有部署への申請など、 庁内ルールに則っ て。
情報を活用し たい部署におい
て「 依頼の決裁」 を取り 、 情
報保有部署に通知

７ ． 情報システ
ム関係の庁内手
続き

情報システムの当該データ へのアク セス権限設定など。 特になし

内容項目

項目

１ ． 目的

統計目的以外

４ ． 個人情報保
護所管部署と の
協議

５ ． その他関連
法令等の確認

こ ども 未来部こ ども 家庭支援課

ひと り 親家庭への子育て支援策の情報提供
ひと り 親家庭に、 制度の紹介と 、 助成受給を受ける際の手続き 情報をプッ シュ 情報で提供する

利用及び提供

３ ． 個人情報保
有部署と の協議

当該事務に記載さ れている目的
（ 右の欄に各個人情報取扱事務記載の目的を 記入）

２ ． 活用し たい個人情報

個人情報保護条例の目的外活用の条項（ 下記の各号のう ち、 該当または検討するも のに○）

( 個人情報の利用及び提供の制限)
第8条　 実施機関は、 個人情報を取り 扱う 事務の目的以外の目的のために個人情報( 特定個人情報を除く 。 以下こ の条において同じ 。 ) を当該実施機関の内部で利用し 、 又は個人情報を当該実施機関以外のも のに提
供し てはなら ない。 ただし 、 次の各号のいずれかに該当すると き は、 こ の限り でない。



千葉市実証ユースケース②

個人情報を 含むデータ 活用検討のためのワーク シート

個人情報を 活用し たい部署

活用の目的・ 具体的方法（ 必要に応じ て図などを 別添）

「 統計目的」 か「 統計目的以外」 か
「 利用」 か「 提供」 か（ 以下「 活用」 と 総称）

個人情報① 個人情報② 個人情報③ 個人情報④ 個人情報⑤

住所 子ども の生年月日

個人情報保有部署 市民自治推進部区政推進課 市民自治推進部区政推進課
個人情報取扱事務名 住民基本台帳事務の総括 住民基本台帳事務の総括

①住民基本台帳法の正確な記
録を 確保するため届出等の異
動データ を リ スト 化する。

①住民基本台帳法の正確な記
録を 確保するため届出等の異
動データ を リ スト 化する。

① ① ①

② ② ② ② ②
③ ③ ③ ③ ③
④ ④ ④ ④ ④
⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

今回の活用は目的の範囲内か判断 範囲外 範囲外
その理由
活用にあたっ ての条件

①本人の同意があると き 又は本人に提供すると き 。 ○ ○

②法令等に定めがあると き 。
③個人の生命、 身体又は財産の安全を 守るため、 緊急かつや
むを 得ないと 認めら れると き 。
④当該実施機関の内部で利用し 、 又は他の実施機関に提供す
る場合であっ て、 当該個人情報を 使用するこ と に相当の理由
があると 認めら れると き 。
⑤国等に提供する場合であっ て、 提供を 受けるも のの所掌す
る事務の遂行に当該個人情報が必要不可欠であり 、 かつ、 当
該個人情報を 使用するこ と にやむを 得ない理由があると 認め
ら れると き 。
⑥前各号に掲げる場合のほか、 審議会の意見を 聴いた上で、
公益上特に必要があり 、 かつ、 当該個人情報を 使用するこ と
にやむを 得ない理由があると 認めら れると き
⑦
⑧
今回の活用が目的外と し て認めら れる か判断 認めら れる 認めら れる
その理由 本人への提供 本人への提供

活用にあたっ ての条件
本人確認及び規約への同意を
と る

本人確認及び規約への同意を
と る

個人情報保護条例以外に関連法令等によ る 利用制限はない
か。 （ 例： 地方税法など）

なし なし

所管部署
活用可否の判断
その理由
活用にあたっ ての条件

６ ． 個人情報活
用関係の庁内手
続き

情報保有部署への申請など、 庁内ルールに則っ て。
情報を 活用し たい部署におい
て「 依頼の決裁」 を 取り 、 情
報保有部署に通知

情報を 活用し たい部署におい
て「 依頼の決裁」 を 取り 、 情
報保有部署に通知

７ ． 情報システ
ム関係の庁内手
続き

遵守すべき 規則や、 情報システムの当該データ へのアク セ
ス権限設定など。

特になし 特になし

項目 内容

１ ． 目的

こ ども 未来部幼保運営課

居住地や子の年齢に応じ た保育園空き 情報の提供
居住地の近く の保育園の空き 状況について、 月次等の更新情報を 提供する

統計目的以外
利用及び提供

個人情報保護条例の目的外活用の条項（ 下記の各号のう ち 、 該当または検討する も のに○）

( 個人情報の利用及び提供の制限)
第8条　 実施機関は、 個人情報を 取り 扱う 事務の目的以外の目的のために個人情報( 特定個人情報を 除く 。 以下こ の条において同じ 。 ) を 当該実施機関の内部で利用し 、 又は個人情報を 当該実施機関以外のも のに提
供し てはなら ない。 ただし 、 次の各号のいずれかに該当すると き は、 こ の限り でない。

５ ． その他関連
法令等の確認

項目

２ ． 活用し たい個人情報

３ ． 個人情報保
有部署と の協議

当該事務に記載さ れている 目的
（ 右の欄に各個人情報取扱事務記載の目的を 記入）

４ ． 個人情報保
護所管部署と の
協議



千葉市実証ユースケース③

個人情報を含むデータ 活用検討のためのワーク シート

個人情報を 活用し たい部署

活用の目的・ 具体的方法（ 必要に応じ て図などを 別添）

「 統計目的」 か「 統計目的以外」 か
「 利用」 か「 提供」 か（ 以下「 活用」 と 総称）

個人情報① 個人情報② 個人情報③ 個人情報④ 個人情報⑤

保育所入所申請者 世帯構成（ 世帯員情報） 世帯員の個人市民税所得割額

個人情報保有部署 こ ども 未来部幼保運営課 市民自治推進部区政推進課 税務部課税管理課
個人情報取扱事務名 子ども ・ 子育て支援新制度 住民基本台帳事務の総括 個人市民税に関する賦課事務

①保育所等の入所を希望する
児童につ いて支給認定手続
き や施設の利用に 係る斡
旋・ 要請・ 調整等を行う

①住民基本台帳法の正確な記
録を確保するため届出等の異
動データ をリ スト 化する。

①地方税法に基づく 個人住民
税賦課決定・ 変更及び調定

① ①

② ② ② ② ②
③ ③ ③ ③ ③
④ ④ ④ ④ ④
⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

今回の活用は目的の範囲内か判断 範囲内 範囲外 範囲外
その理由
活用にあたっ ての条件

①本人の同意があると き 又は本人に提供すると き 。 ○ ○

②法令等に定めがあると き 。
③個人の生命、 身体又は財産の安全を守るため、 緊急かつや
むを得ないと 認めら れると き 。
④当該実施機関の内部で利用し 、 又は他の実施機関に提供す
る場合であっ て、 当該個人情報を使用するこ と に相当の理由
があると 認めら れると き 。
⑤国等に提供する場合であっ て、 提供を受けるも のの所掌す
る事務の遂行に当該個人情報が必要不可欠であり 、 かつ、 当
該個人情報を使用するこ と にやむを得ない理由があると 認め
ら れると き 。
⑥前各号に掲げる場合のほか、 審議会の意見を聴いた上で、
公益上特に必要があり 、 かつ、 当該個人情報を使用するこ と
にやむを得ない理由があると 認めら れると き
⑦
⑧
今回の活用が目的外と し て認めら れるか判断 認めら れる 認めら れる
その理由 本人への提供に該当 本人への提供に該当

活用にあたっ ての条件
本人確認及び規約への同意を
と る

本人確認及び規約への同意を
と る

個人情報保護条例以外に関連法令等による利用制限はない
か。 （ 例： 地方税法など）

なし なし
税務証明等事務取扱要領
（ S49自治省税務局長通知）

所管部署 税務部課税管理課
活用可否の判断 可能

その理由
申請時にすでに同意を取っ て
いる（ 追加の本人同意は不
要）

活用にあたっ ての条件 書面にて本人同意を取るこ と
６ ． 個人情報活
用関係の庁内手
続き

情報保有部署への申請など、 庁内ルールに則っ て。
情報を活用し たい部署におい
て「 依頼の決裁」 を取り 、 情
報保有部署に通知

情報を活用し たい部署におい
て「 依頼の決裁」 を取り 、 情
報保有部署に通知

情報を活用し たい部署におい
て「 依頼の決裁」 を取り 、 情
報保有部署に通知

７ ． 情報システ
ム関係の庁内手
続き

遵守すべき 規則や、 情報システムの当該データ へのアク セ
ス権限設定など。

特になし 特になし
税務証明等事務取扱要領
（ S49自治省税務局長通知）

項目 内容

１ ． 目的

こ ども 未来部幼保運営課

税情報を活用し た保育料の見込額通知
次年度以降の保育園の保育料見込み額を提供する（ 申請後対象）

統計目的以外
利用及び提供

( 個人情報の利用及び提供の制限)
第8条　 実施機関は、 個人情報を取り 扱う 事務の目的以外の目的のために個人情報( 特定個人情報を除く 。 以下こ の条において同じ 。 ) を当該実施機関の内部で利用し 、 又は個人情報を当該実施機関以外のも のに提
供し てはなら ない。 ただし 、 次の各号のいずれかに該当すると き は、 こ の限り でない。

個人情報保護条例の目的外活用の条項（ 下記の各号のう ち、 該当または検討するも のに○）

５ ． その他関連
法令等の確認

項目

２ ． 活用し たい個人情報

３ ． 個人情報保
有部署と の協議

当該事務に記載さ れている目的
（ 右の欄に各個人情報取扱事務記載の目的を 記入）

４ ． 個人情報保
護所管部署と の
協議



姫路市実証ユースケース

個人情報を 含むデータ 活用検討のためのワーク シート

個人情報を 活用し たい部署

活用の目的・ 具体的方法（ 必要に応じ て図などを 別添）

「 統計目的」 か「 統計目的以外」 か
「 利用」 か「 提供」 か（ 以下「 活用」 と 総称）

個人情報① 個人情報② 個人情報③ 個人情報④ 個人情報⑤

子ども の生年月日 住所
保育所情報（ 所在地、 定員
等）

認定区分 個人住民税

個人情報保有部署 住民窓口センタ ー 住民窓口センタ ー こ ども 保育課 こ ども 保育課 市民税課

個人情報取扱事務名 住民基本台帳事務 住民基本台帳事務
① 利用者負担額決定事務
② 支給認定事務

① 利用者負担額決定事務
② 支給認定事務

個人住民税の賦課及び調査に
関する業務

①住民基本台帳の整備及び住
民の居住関係の公証

①住民基本台帳の整備及び住
民の居住関係の公証

①保育所入所児童の保育料の
決定

①保育所入所児童の保育料の
決定

①個人住民税賦課資料による
住民税の課税及び課税内容の
管理

② ②
②保育所入所児童の各保育所
への通知

②保育所入所児童の各保育所
への通知

②

③ ③ ③ ③ ③
④ ④ ④ ④ ④
⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

今回の活用は目的の範囲内か判断 範囲内 範囲内 範囲外 範囲外 範囲外
その理由
活用にあたっ ての条件

①本人の同意があると き 、 又は本人に提供すると き 。

②法令の定めがあると き 。
③個人の生命、 身体、 健康又は財産に対する危険を 回避する
ため特にやむを 得ないと 認めら れると き 。
④実施機関がその所掌する事務の遂行に必要な限度で目的外
利用を する場合であっ て、 当該個人情報を 利用するこ と につ
いて相当な理由のあると き 。

○ ○

⑤国、 独立行政法人等、 他の地方公共団体又は地方独立行政
法人に個人情報を 提供する場合において、 個人情報の提供を
受ける者が、 その所掌する事務又は業務の遂行に必要な限度
で提供に係る個人情報を 利用し 、 かつ、 当該個人情報を 利用
するこ と に相当な理由のあると き 。
⑥前各号に掲げるも ののほか、 実施機関が審議会の意見を 聴
いて公益上必要があると 認めると き 。

○

⑦
⑧
今回の活用が目的外と し て認めら れる か判断
その理由
活用にあたっ ての条件

（ 以下は必要に応じ て）
個人情報保護条例以外に関連法令等によ る 利用制限はない
か。 （ 例： 地方税法など）

なし なし なし なし あり

所管部署
活用可否の判断
その理由
活用にあたっ ての条件

６ ． 個人情報活
用関係の庁内手
続

情報保有部署への申請など、 庁内ルールに則っ て。

７ ． 情報システ
ム関係の庁内手
続

遵守すべき 規則や、 情報システムの当該データ へのアク セ
ス権限設定など。

項目 内容

１ ． 目的

こ ども 政策課

こ ども 、 子育て政策の立案・ 統計

統計目的
利用

( 利用又は提供の制限)
第9条　 実施機関は、 目的外利用( 個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、 個人情報を 当該実施機関内部又は実施機関相互間で利用するこ と を いう 。 以下同じ 。 ) ( 特定個人情報に係るも のを 除く 。 以下こ の
条において同じ 。 ) を し 、 又は外部提供( 個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、 個人情報を 実施機関以外のも のに提供するこ と を いう 。 以下同じ 。 ) ( 特定個人情報に係るも のを 除く 。 以下こ の条において
同じ 。 ) を し てはなら ない。 ただし 、 次の各号のいずれかに該当すると き は、 こ の限り でない。

個人情報保護条例の目的外活用の条項（ 下記の各号のう ち 、 該当または検討する も のに○）

５ ． その他関連
法令等の確認

項目

２ ． 活用し たい個人情報

３ ． 個人情報保
有部署と の協議

当該事務に記載さ れている 目的
（ 右の欄に各個人情報取扱事務記載の目的を 記入）

４ ． 個人情報保
護所管部署と の
協議



千葉市実証ユースケース①（ 姫路市の場合）

個人情報を 含むデータ 活用検討のためのワーク シート

個人情報を 活用し たい部署

活用の目的・ 具体的方法（ 必要に応じ て図などを 別添）

「 統計目的」 か「 統計目的以外」 か

「 利用」 か「 提供」 か（ 以下「 活用」 と 総称）

個人情報① 個人情報② 個人情報③ 個人情報④ 個人情報⑤

ひと り 親世帯に該当する者の
候補

個人情報保有部署 -
個人情報取扱事務名 児童扶養手当事務

①児童扶養手当の受給資格認
定及び手当の支給

① ① ① ①

② ② ② ② ②
③ ③ ③ ③ ③
④ ④ ④ ④ ④
⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

今回の活用は目的の範囲内か判断 範囲外
その理由
活用にあたっ ての条件

①本人の同意があると き 、 又は本人に提供すると き 。 ○

②法令の定めがあると き 。
③個人の生命、 身体、 健康又は財産に対する危険を 回避する
ため特にやむを 得ないと 認めら れると き 。
④実施機関がその所掌する事務の遂行に必要な限度で目的外
利用を する場合であっ て、 当該個人情報を 利用するこ と につ
いて相当な理由のあると き 。
⑤国、 独立行政法人等、 他の地方公共団体又は地方独立行政
法人に個人情報を 提供する場合において、 個人情報の提供を
受ける者が、 その所掌する事務又は業務の遂行に必要な限度
で提供に係る個人情報を 利用し 、 かつ、 当該個人情報を 利用
するこ と に相当な理由のあると き 。
⑥前各号に掲げるも ののほか、 実施機関が審議会の意見を 聴
いて公益上必要があると 認めると き 。
⑦
⑧
今回の活用が目的外と し て認めら れる か判断 認めら れる
その理由 本人への提供

活用にあたっ ての条件
本人確認及び規約への同意を
と る

個人情報保護条例以外に関連法令等によ る 利用制限はない
か。 （ 例： 地方税法など）

なし

所管部署
活用可否の判断
その理由
活用にあたっ ての条件

６ ． 個人情報活
用関係の庁内手
続き

情報保有部署への申請など、 庁内ルールに則っ て。

７ ． 情報システ
ム関係の庁内手
続き

情報システムの当該データ へのアク セス権限設定など。

５ ． その他関連
法令等の確認

項目

２ ． 活用し たい個人情報

３ ． 個人情報保
有部署と の協議

当該事務に記載さ れている 目的
（ 右の欄に各個人情報取扱事務記載の目的を 記入）

４ ． 個人情報保
護所管部署と の
協議

個人情報保護条例の目的外活用の条項（ 下記の各号のう ち 、 該当または検討する も のに○）
( 利用又は提供の制限)
第9条　 実施機関は、 目的外利用( 個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、 個人情報を 当該実施機関内部又は実施機関相互間で利用するこ と を いう 。 以下同じ 。 ) ( 特定個人情報に係るも のを 除く 。 以下こ の
条において同じ 。 ) を し 、 又は外部提供( 個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、 個人情報を 実施機関以外のも のに提供するこ と を いう 。 以下同じ 。 ) ( 特定個人情報に係るも のを 除く 。 以下こ の条において
同じ 。 ) を し てはなら ない。 ただし 、 次の各号のいずれかに該当すると き は、 こ の限り でない。

項目 内容

１ ． 目的

-

ひと り 親家庭への子育て支援策の情報提供
ひと り 親家庭に、 制度の紹介と 、 助成受給を 受ける際の手続き 情報を プッ シュ 情報で提供する

統計目的以外

利用及び提供



千葉市実証ユースケース②（ 姫路市の場合）

個人情報を含むデータ 活用検討のためのワーク シート

個人情報を 活用し たい部署

活用の目的・ 具体的方法（ 必要に応じ て図などを 別添）

「 統計目的」 か「 統計目的以外」 か
「 利用」 か「 提供」 か（ 以下「 活用」 と 総称）

個人情報① 個人情報② 個人情報③ 個人情報④ 個人情報⑤

住所 子ども の生年月日

個人情報保有部署 - -
個人情報取扱事務名 住民基本台帳事務 住民基本台帳事務

①住民の居住関係を登録し 、
公証する。

①住民の居住関係を登録し 、
公証する。

① ① ①

② ② ② ② ②
③ ③ ③ ③ ③
④ ④ ④ ④ ④
⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

今回の活用は目的の範囲内か判断 範囲内 範囲内
その理由
活用にあたっ ての条件

①本人の同意があると き 、 又は本人に提供すると き 。

②法令の定めがあると き 。
③個人の生命、 身体、 健康又は財産に対する危険を回避する
ため特にやむを得ないと 認めら れると き 。
④実施機関がその所掌する事務の遂行に必要な限度で目的外
利用をする場合であっ て、 当該個人情報を利用するこ と につ
いて相当な理由のあると き 。
⑤国、 独立行政法人等、 他の地方公共団体又は地方独立行政
法人に個人情報を提供する場合において、 個人情報の提供を
受ける者が、 その所掌する事務又は業務の遂行に必要な限度
で提供に係る個人情報を利用し 、 かつ、 当該個人情報を利用
するこ と に相当な理由のあると き 。
⑥前各号に掲げるも ののほか、 実施機関が審議会の意見を聴
いて公益上必要があると 認めると き 。
⑦
⑧
今回の活用が目的外と し て認めら れるか判断
その理由

活用にあたっ ての条件

個人情報保護条例以外に関連法令等による利用制限はない
か。 （ 例： 地方税法など）

なし なし

所管部署
活用可否の判断
その理由
活用にあたっ ての条件

６ ． 個人情報活
用関係の庁内手
続き

情報保有部署への申請など、 庁内ルールに則っ て。

７ ． 情報システ
ム関係の庁内手
続き

遵守すべき 規則や、 情報システムの当該データ へのアク セ
ス権限設定など。

５ ． その他関連
法令等の確認

項目

２ ． 活用し たい個人情報

３ ． 個人情報保
有部署と の協議

当該事務に記載さ れている目的
（ 右の欄に各個人情報取扱事務記載の目的を 記入）

４ ． 個人情報保
護所管部署と の
協議

個人情報保護条例の目的外活用の条項（ 下記の各号のう ち、 該当または検討するも のに○）
( 利用又は提供の制限)
第9条　 実施機関は、 目的外利用( 個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、 個人情報を当該実施機関内部又は実施機関相互間で利用するこ と をいう 。 以下同じ 。 ) ( 特定個人情報に係るも のを除く 。 以下こ の
条において同じ 。 ) をし 、 又は外部提供( 個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、 個人情報を実施機関以外のも のに提供するこ と をいう 。 以下同じ 。 ) ( 特定個人情報に係るも のを除く 。 以下こ の条において
同じ 。 ) をし てはなら ない。 ただし 、 次の各号のいずれかに該当すると き は、 こ の限り でない。

項目 内容

１ ． 目的

-

居住地や子の年齢に応じ た保育園空き 情報の提供
居住地の近く の保育園の空き 状況について、 月次等の更新情報を提供する

統計目的以外
利用及び提供



千葉市実証ユースケース③（ 姫路市の場合）

個人情報を 含むデータ 活用検討のためのワーク シート

個人情報を 活用し たい部署

活用の目的・ 具体的方法（ 必要に応じ て図などを 別添）

「 統計目的」 か「 統計目的以外」 か
「 利用」 か「 提供」 か（ 以下「 活用」 と 総称）

個人情報① 個人情報② 個人情報③ 個人情報④ 個人情報⑤

保育所入所申請者 世帯構成（ 世帯員情報） 世帯員の個人市民税所得割額

個人情報保有部署 - - -

個人情報取扱事務名 支給認定事務 住民基本台帳事務
個人市民税の賦課及び調査に
関する事務

①保育所入所児童の各保育所
への通知

①住民の居住関係を 登録し 、
公証する。

①個人住民税賦課資料による
住民税の課税及び課税内容の
管理

① ①

② ② ② ② ②
③ ③ ③ ③ ③
④ ④ ④ ④ ④
⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

今回の活用は目的の範囲内か判断 範囲外 範囲内 範囲外
その理由
活用にあたっ ての条件

①本人の同意があると き 、 又は本人に提供すると き 。 ○ ○

②法令の定めがあると き 。
③個人の生命、 身体、 健康又は財産に対する危険を 回避する
ため特にやむを 得ないと 認めら れると き 。
④実施機関がその所掌する事務の遂行に必要な限度で目的外
利用を する場合であっ て、 当該個人情報を 利用するこ と につ
いて相当な理由のあると き 。
⑤国、 独立行政法人等、 他の地方公共団体又は地方独立行政
法人に個人情報を 提供する場合において、 個人情報の提供を
受ける者が、 その所掌する事務又は業務の遂行に必要な限度
で提供に係る個人情報を 利用し 、 かつ、 当該個人情報を 利用
するこ と に相当な理由のあると き 。
⑥前各号に掲げるも ののほか、 実施機関が審議会の意見を 聴
いて公益上必要があると 認めると き 。
⑦
⑧
今回の活用が目的外と し て認めら れる か判断 認めら れる 認めら れる
その理由 本人への提供に該当 本人への提供に該当

活用にあたっ ての条件
本人確認及び規約への同意を
と る

本人確認及び規約への同意を
と る

個人情報保護条例以外に関連法令等によ る 利用制限はない
か。 （ 例： 地方税法など）

なし なし 地方税法等

所管部署 -
活用可否の判断 可能

その理由
申請時にすでに同意を 取っ て
いる（ 追加の本人同意は不

活用にあたっ ての条件 書面にて本人同意を 取るこ と
６ ． 個人情報活
用関係の庁内手
続き

情報保有部署への申請など、 庁内ルールに則っ て。

７ ． 情報システ
ム関係の庁内手
続き

遵守すべき 規則や、 情報システムの当該データ へのアク セ
ス権限設定など。

５ ． その他関連
法令等の確認

項目

２ ． 活用し たい個人情報

３ ． 個人情報保
有部署と の協議

当該事務に記載さ れている 目的
（ 右の欄に各個人情報取扱事務記載の目的を 記入）

４ ． 個人情報保
護所管部署と の
協議

個人情報保護条例の目的外活用の条項（ 下記の各号のう ち 、 該当または検討する も のに○）
( 利用又は提供の制限)
第9条　 実施機関は、 目的外利用( 個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、 個人情報を 当該実施機関内部又は実施機関相互間で利用するこ と を いう 。 以下同じ 。 ) ( 特定個人情報に係るも のを 除く 。 以下こ の
条において同じ 。 ) を し 、 又は外部提供( 個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、 個人情報を 実施機関以外のも のに提供するこ と を いう 。 以下同じ 。 ) ( 特定個人情報に係るも のを 除く 。 以下こ の条において
同じ 。 ) を し てはなら ない。 ただし 、 次の各号のいずれかに該当すると き は、 こ の限り でない。

項目 内容

１ ． 目的

-

税情報を 活用し た保育料の見込額通知
次年度以降の保育園の保育料見込み額を 提供する（ 申請後対象）

統計目的以外
利用及び提供
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個人情報を 含むデータ 活用検討のためのワーク シート

個人情報を 活用し たい部署

活用の目的・ 具体的方法（ 必要に応じ て図などを 別添）

「 統計目的」 か「 統計目的以外」 か
「 利用」 か「 提供」 か（ 以下「 活用」 と 総称）

個人情報① 個人情報② 個人情報③ 個人情報④ 個人情報⑤

子ども の生年月日 住所 保育所毎の園児のリ スト と 人数
認定区分に応じ た園児のリ スト
と 人数

地区別の市民の所得情報

個人情報保有部署 市民自治推進部区政推進課 市民自治推進部区政推進課 こ ども 未来部幼保運営課 こ ども 未来部幼保運営課 税務部課税管理課
個人情報取扱事務名 住民基本台帳事務の総括 住民基本台帳事務の総括 子ども ・ 子育て支援新制度 子ども ・ 子育て支援新制度 個人市民税に関する賦課事務

①住民基本台帳法の正確な記
録を 確保するため届出等の異
動データ を リ スト 化する。

①住民基本台帳法の正確な記
録を 確保するため届出等の異
動データ を リ スト 化する。

①保育所等の入所を 希望する
児童について支給認定手続き
や施設の利用に係る斡旋・ 要
請・ 調整等を 行う

①保育所等の入所を 希望する
児童について支給認定手続き
や施設の利用に係る斡旋・ 要
請・ 調整等を 行う

①地方税法に基づく 個人住民
税賦課決定・ 変更及び調定

② ② ② ② ②
③ ③ ③ ③ ③
④ ④ ④ ④ ④
⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

今回の活用は目的の範囲内か判断 範囲外 範囲外 範囲外 範囲外 範囲外
その理由
活用にあたっ ての条件

①本人の同意があると き 又は本人に提供すると き 。

②法令等に定めがあると き 。
③個人の生命、 身体又は財産の安全を 守るため、 緊急かつや
むを 得ないと 認めら れると き 。
④当該実施機関の内部で利用し 、 又は他の実施機関に提供す
る場合であっ て、 当該個人情報を 使用するこ と に相当の理由
があると 認めら れると き 。

○ ○ ○ ○ ○

⑤国等に提供する場合であっ て、 提供を 受けるも のの所掌す
る事務の遂行に当該個人情報が必要不可欠であり 、 かつ、 当
該個人情報を 使用するこ と にやむを 得ない理由があると 認め
ら れると き 。
⑥前各号に掲げる場合のほか、 審議会の意見を 聴いた上で、
公益上特に必要があり 、 かつ、 当該個人情報を 使用するこ と
にやむを 得ない理由があると 認めら れると き 。

（ 姫路市は○）

⑦
⑧
今回の活用が目的外と し て認めら れる か判断 認めら れる 認めら れる 認めら れる 認めら れる 認めら れる

その理由
所管部署の政策検討に必要な
統計的情報を 取得するため

所管部署の政策検討に必要な
統計的情報を 取得するため

所管部署の政策検討に必要な
統計的情報を 取得するため

所管部署の政策検討に必要な
統計的情報を 取得するため

所管部署の政策検討に必要な
統計的情報を 取得するため

活用にあたっ ての条件
統計的処理を 行い、 匿名情報
と するこ と

統計的処理を 行い、 匿名情報
と するこ と

統計的処理を 行い、 匿名情報
と するこ と

統計的処理を 行い、 匿名情報
と するこ と

統計的処理を 行い、 匿名情報
と するこ と

（ 以下は必要に応じ て）
個人情報保護条例以外に関連法令等によ る 利用制限はない
か。 （ 例： 地方税法など）

なし なし なし なし 税務証明等事務取扱要領

所管部署 税務部課税管理課
活用可否の判断 可能

その理由

守秘義務解除の条項「 （ ２ ）
地方税に関する調査に係る事
務に関し て知り 得た事項でな
い」 に該当する

活用にあたっ ての条件 職員の守秘義務に留意する

６ ． 個人情報活
用関係の庁内手
続き

情報保有部署への申請など、 庁内ルールに則っ て。
情報を 活用し たい部署におい
て「 依頼の決裁」 を 取り 、 情
報保有部署に通知

情報を 活用し たい部署におい
て「 依頼の決裁」 を 取り 、 情
報保有部署に通知

情報を 活用し たい部署におい
て「 依頼の決裁」 を 取り 、 情
報保有部署に通知

情報を 活用し たい部署におい
て「 依頼の決裁」 を 取り 、 情
報保有部署に通知

情報を 活用し たい部署におい
て「 依頼の決裁」 を 取り 、 情
報保有部署に通知
統計的に税情報を 利用する旨
を 明記し 、 税務部宛ての申請
を 行う 。

７ ． 情報システ
ム関係の庁内手
続き

遵守すべき 規則や、 情報システムの当該データ へのアク セ
ス権限設定など。

特になし 特になし 特になし 特になし 税務証明等事務取扱要領

５ ． その他関連
法令等の確認

今回いただいた資料では、 どの程度までの個人情報を 含んだも のを 想定し ているのか明確になっ ておら ず、 各施設に通所する人数程度なのか、 も っ と 踏み込んだ情報なのか、 あいまいな状況での検討結果であるこ と を 申し 添えま
す。

項目

２ ． 活用し たい個人情報

３ ． 個人情報保
有部署と の協議

当該事務に記載さ れている 目的
（ 右の欄に各個人情報取扱事務記載の目的を 記入）

４ ． 個人情報保
護所管部署と の
協議

個人情報保護条例の目的外活用の条項（ 下記の各号のう ち 、 該当または検討する も のに○）

( 個人情報の利用及び提供の制限)
第8条　 実施機関は、 個人情報を 取り 扱う 事務の目的以外の目的のために個人情報( 特定個人情報を 除く 。 以下こ の条において同じ 。 ) を 当該実施機関の内部で利用し 、 又は個人情報を 当該実施機関以外のも のに提
供し てはなら ない。 ただし 、 次の各号のいずれかに該当すると き は、 こ の限り でない。

項目 内容

１ ． 目的

幼保支援課

保育所の適正配置に向けたデータ 作成、 分析

統計目的
利用

子どもの有無に関わらず、地域の所得情
報と既婚未婚、出生数などの相関を見た
い

どこの地区の保育所にどの地域の園児が
通っているか、その認定区分のばらつきは
どうなっているか、などを分析したい。
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